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〇定例会等の主な動き
本会議（12/5～10）····························一般質問、議案上程、採決· （2～4面）
各常任委員会等（12/11～17）··········議案・陳情審査等· （3・4面）
本会議（12/20）…······························委員長報告、議案上程、採決· （3・4面）

12月臨時会/本会議（12/27）·············議案上程、議案審査、採決· （4面）　

今回は、市議会の本会議でよく使われる言葉・用語を解説します。

鎌倉市議会ってどんなところ？Vol.４

１面に市議会の紹介記事を設けたため、「かまくら議会だより」の掲載写真の募集はしばらく休止します。

市議会では、会議を運営していく上で、いろいろな言葉・用語が使われます。

〇定例会等の概要
•·今定例会では、18名の議員が一般質問を行いました。
•·市長提出議案として、条例関係議案17件、補正予算議案３件、その他議案
10件を承認・可決しました。

•·議員提出議案として、９月定例会で継続審査となっていた「鎌倉市議会議
員定数条例の一部を改正する条例の制定について」（28名→24名）を否決、
意見書３件を可決。陳情２件を採択しました。

•·12月臨時会では、議員提出議案として、「鎌倉市議会議員定数条例の一部
を改正する条例の制定について」（28名→26名）を可決しました。

　　平成24年12月定例会（12月５日～20日）
　　　　　　12月臨時会（12月27日）
議員定数条例の改正を可決（28名→26名）

【今後の定例会開会予定日】　２月定例会：２月13日（水）

意見書と決議

一般質問……議員が行政全般のことに関し
て行う質問。事前に質問の要旨を議長へ通
告しなければなりません。本市では質問時間
は１人２時間以内を努力目標としています。
代表質問……各会派から代表して質問しま
す。本市では、２月定例会で提案される新
年度予算案に対して、代表質問を行います。

定例会……条例により年４回定期的に招
集される会議。本市では２月、６月、９
月、12月に開催しています。
臨時会……緊急性があり議会で審議する
必要がある場合に招集、開催される会議。
　定例会、臨時会ともに招集の権限は原
則市長にあります。

定例会と臨時会

　議場では出席する議員や市長等に
対し席の番号が付与されています。
・議員は「○番」。
・市長等は「番外○番」。
　発言の際は
「議長、(番外)○番！」
と議長に発言の許可
を求め、議長が許可
した議員または市長等
が発言することができます。

議席番号

定数……条例で定められた議員数の
こと。現在28名ですが、12月臨時会
で提案された条例改正案が可決され
たため、次期改選期（今年５月）か
ら26名になります。（４面参照）
定足数……会議を開くための最低人
数で、議員定数の半数以上です。

定数と定足数
議決……議会の意思（可否）を決定することで、次のようなものがあ
ります。

議決（可決、認定、承認、同意、採択）

意見書……市の公益に関する
ことについて、議会の意思を
意見としてまとめた文書のこ
と。地方自治法で国や県等に
対して提出することができる
と規定されています。
決議……議会としての意思を
表明するものです。

意見書と決議

討論……本会議で
議決が行われる前に、
議案等に対し、賛成の立場、反対の立
場で見解を述べること。これにより他
の議員の賛同を求めることができます。
意見……議案等に対する見解のこと。
委員会では各委員は質疑を行って、
質疑とは別に意見を述べることができ
ます。

討論と意見

一般質問と代表質問

議場の議員・職員配置

可決（否決）
予算、条例、
契約締結、
決議、意見書
などの議案

認定（不認定）
決算議案

同意（不同意）
人事議案

採択（不採択）
請願・陳情

承認（不承認）
専決処分

お諮
はか

りいたします。

賛
成

反
対

番　外
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今
定
例
会
で
は
、
議
員
提
出
議

案
４
件
（
継
続
審
査
と
な
っ
て
い

た
１
件
を
含
む
）、
市
長
提
出
議

案
30
件
の
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

主
な
議
案
の
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。

条
例
の
一
部
改
正

《
議
員
提
出
議
案
》

◎�

鎌
倉
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

平
成
24
年
９
月
定
例
会
で
６
名

の
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
、
付
託
さ

れ
た
議
会
運
営
委
員
会
で
継
続
審

査
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
、
今
定

例
会
に
お
い
て
改
め
て
審
議
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

　

改
正
の
内
容
は
、
市
議
会
と
し

て
、
行
財
政
改
革
に
向
か
う
姿
勢

を
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
す
べ
く
、

現
行
の
条
例
に
お
け
る
議
員
定
数

を
４
名
削
減
し
、
24
名
と
す
る
こ

と
を
提
案
す
る
も
の
で
、
次
の
一

般
選
挙
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
少
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
否
決
し
ま
し
た
。

※
下
段
に
関
連
記
事
が
あ
り
ま
す
。

《
市
長
提
出
議
案
》

◎�

鎌
倉
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

公
営
住
宅
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
公
営
住
宅
の

建
設
基
準
で
あ
る
公
営
住
宅
等
整

備
基
準
と
公
営
住
宅
の
入
居
資
格

で
あ
る
入
居
収
入
基
準
が
条
例
に

委
任
さ
れ
る
こ
と
か
ら
必
要
な
事

項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
福
島
復
興
再
生

特
別
措
置
法
を
受
け
、
入
居
の
資

格
条
件
に
つ
い
て
、
居
住
制
限
者

が
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
と
い
う

条
件
の
み
で
、
市
営
住
宅
の
入
居

申
込
資
格
を
認
め
る
特
例
措
置
を

追
加
し
、
障
害
者
・
高
齢
者
等
に

対
す
る
裁
量
階
層
の
範
囲
を
具
体

化
す
る
と
と
も
に
、
省
令
で
定
め

る
市
営
住
宅
の
整
備
基
準
の
追
加

と
借
上
げ
住
宅
を
整
備
基
準
の
適

用
除
外
と
す
る
こ
と
な
ど
、
所
要

の
規
定
の
整
備
を
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

◎�

既
成
宅
地
等
防
災
工
事
資
金
助

成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

既
成
宅
地
等
に
お
け
る
急
傾
斜

地
の
崩
壊
ま
た
は
土
砂
の
流
出
等

の
発
生
後
に
、
災
害
の
拡
大
と
再

度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う

復
旧
工
事
を
、
防
災
工
事
資
金
の

助
成
対
象
に
追
加
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
の
指
定

　

次
の
２
件
は
、
指
定
管
理
者
の

指
定
を
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決

を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

○
鎌
倉
市
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
に

定
め
る
施
設
の
う
ち
、
鎌
倉
体
育

館
、
大
船
体
育
館
、
鎌
倉
武
道
館

及
び
見
田
記
念
体
育
館
を
、
鎌
倉

Ｋ
Ｋ
ス
ポ
ー
ツ
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
に

指
定
。
期
間
は
、
平
成
25
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
30
年
３
月
31
日
ま

で
の
５
年
間
で
す
。

　

議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

○
鎌
倉
市
障
害
児
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
条
例
に
定
め
る
障
害
児
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
を
、
社
会
福
祉
法

人
ほ
し
づ
き
の
里
に
指
定
。
期
間

は
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
５
年
間

で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

工
事
請
負
契
約
の
締
結

　

鎌
倉
市
名
越
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
ご
み
焼
却
施
設
基
幹
的
設
備

改
良
工
事
に
つ
い
て
の
請
負
契
約

を
、
三
菱
重
工
環
境
・
化
学
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
Ｏ
＆
Ｍ

事
業
本
部
と
締
結
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
契
約
金
額
は
32
億
２
８

１
万
５
千
円
で
す
。
工
事
の
竣
工

期
限
は
平
成
27
年
２
月
末
の
予
定

で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

名越クリーンセンター

補
正
予
算

　
次
の
補
正
予
算
議
案
を
、
議
会

で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ
り
原
案

を
可
決
し
ま
し
た

一
般
会
計
補
正
予
算

　

世
界
遺
産
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設
予

定
地
等
の
購
入
に
係
る
経
費
、
児

童
手
当
の
支
給
及
び
医
療
扶
助
等

の
生
活
保
護
扶
助
費
に
係
る
経

費
、
公
衆
ト
イ
レ
の
光
熱
水
費
に

係
る
経
費
、
小
町
通
り
景
観
舗
装

工
事
に
係
る
経
費
、
小
袋
谷
一
丁

目
の
土
地
開
発
公
社
所
有
地
購
入

に
係
る
経
費
な
ど
を
追
加
す
る
も

の
で
、
歳
入
歳
出
い
ず
れ
も
９
億

７
１
９
０
万
円
を
増
額
し
、
補
正

後
の
総
額
は
５
６
１
億
３
６
０
０

万
円
と
な
り
ま
す
。

鎌
倉
市
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算

　

都
市
計
画
道
路
腰
越
大
船
線
の

用
地
取
得
費
の
追
加
な
ど
で
、
歳

入
歳
出
い
ず
れ
も
２
億
３
５
２
０

万
円
を
増
額
し
、
こ
れ
に
よ
り
補

正
後
の
総
額
は
６
億
２
２
９
０
万

円
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算

　

一
般
被
保
険
者
保
険
料
の
還
付

金
の
増
加
に
伴
う
追
加
で
、
歳
入

歳
出
い
ず
れ
も
３
０
０
万
円
を
増

額
し
、
こ
れ
に
よ
り
補
正
後
の
総

額
は
１
７
６
億
９
９
０
０
万
円
と

な
り
ま
す
。

12
月
臨
時
会
を
開
催

　
本
臨
時
会
は
、
地
方
自
治
法
第

１
０
１
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

議
員
10
名
か
ら
市
長
に
対
し
、
招

集
請
求
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
12
月
27
日
に
開
催
さ
れ
た
も

の
で
、
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
改
正
議
案
が
５
名
の
議
員
か

ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
審
議
の
結

果
、
多
数
の
賛
成
に
よ
り
原
案
を

可
決
し
ま
し
た
。

◎�

鎌
倉
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の

一
部
改
正

　

二
元
代
表
制
の
中
で
、
議
会
の

責
任
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
り
、

そ
の
能
力
向
上
を
図
る
こ
と
は
、

本
市
の
将
来
の
た
め
必
要
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
本
市
の
厳
し

い
財
政
状
況
に
鑑
み
議
会
も
財
政

改
革
に
積
極
的
に
協
力
す
べ
き
で

あ
る
が
、
議
会
は
持
て
る
能
力
を

最
大
限
に
発
揮
し
、
課
題
解
決
を

図
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
議

員
定
数
を
２
名
削
減
し
、
そ
の
経

費
を
議
会
事
務
局
へ
の
法
制
担
当

書
記
の
設
置
な
ど
調
査
力
向
上
の

環
境
構
築
に
充
て
る
と
い
う
も
の
。

　
昨
年
10
月
26
日
に
開
催
さ
れ
た
、

平
成
24
年
度
市
区
町
村
議
会
議
員

総
務
大
臣
感
謝
状
贈
呈
式
に
お
い

て
、
35
年
に
わ
た
り
議
員
と
し
て

地
方
自
治
の
発
展
に
寄
与
し
た
功

績
が
認
め
ら
れ
、
松
中
健
治
議
員

に
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

○賛成　△多数賛成　●反対　▲多数反対　※1可否同数　※2退席

議決された主な議案各会派所属議員
� （○印は代表者、括弧内の表記は略称）

※�会派とは、市政に対して同じ考え方、意見を持つ議員の集団のこと
をいいます。本市議会では、代表質問を行ったり議会運営委員会の
委員となる、いわゆる議会運営上の交渉会派は所属議員２人以上と
しています。

【会派名の変更】
平成24年11月８日付で「民主党鎌倉市議会議員団」は「鎌政会」に
名称変更しました。

神奈川ネットワーク運動・鎌倉（神奈川ネット）
　○三宅　真里、石川　敦子、太田　治代、石川　寿美
日本共産党鎌倉市議会議員団（日本共産党）
　○吉岡　和江、高野　洋一、小田嶋　敏浩、赤松　正博
鎌倉みらい（鎌倉みらい）
　○前川　綾子、伊東　正博、渡邊　昌一郎、池田　実
公明党鎌倉市議会議員団（公明党）
　○納所　輝次、西岡　幸子、大石　和久
鎌倉無所属の会（鎌無会）
　○髙橋　浩司、長嶋　竜弘、安川　健人
かがやく鎌倉を創る会（かがやく鎌倉）
　○中村　聡一郎、久坂　くにえ、山田　直人
鎌
けん

政
せい

会
かい

（鎌政会）
　○岡田　和則、飯野　眞毅

無所属　
松中　健治、千　一、渡辺　隆、中澤　克之

　
東
日
本
大
震
災
を
機
に
「
地
震

が
あ
っ
た
ら
津
波
が
来
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
高
台
に
避
難
」
と
よ

く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。し
か
し
、

家
の
中
に
い
た
場
合
は
避
難
す
る

前
に
無
事
に
家
の
外
に
出
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は

家
が
倒
壊
し
な
い
こ
と
、
家
具
な

ど
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
な
い
こ
と
が

前
提
と
な
り
ま
す
。

　
兵
庫
県
警
察
本
部
の
発
表
に
よ

れ
ば
、
阪
神
大
震
災
で
は
死
者
の

88
％
が
建
物
の
倒
壊
と
家
具
の
転

倒
と
な
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
鎌

倉
市
の
津
波
の
想
定
は
14
・
４

メ
ー
ト
ル
と
報
道
さ
れ
て
お
り
、

津
波
の
こ
と
が
注
目
を
集
め
て
い

ま
す
が
、
そ
の
前
提
を
忘
れ
が
ち

に
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
危
惧
し

て
お
り
ま
す
。

�

（
飯
野　
眞
毅
）

　
議
会
広
報
委
員
会

　
　
委
員
長　
太
田　
治
代

　
　
副
委
員
長　
長
嶋　
竜
弘

　
　
委　
　
員　
西
岡　
幸
子

　
　
委　
　
員　
飯
野　
眞
毅

　
　
委　
　
員　
久
坂
く
に
え

　
　
委　
　
員　
渡
邊
昌
一
郎

　
　
委　
　
員　
小
田
嶋
敏
浩

編
集
後
記

総
務
大
臣

議
員
在
職
35
年

�
に
感
謝
状

議　　　　案 議決
結果

会　　派　　名 無
所
属

神
奈
川

ネ
ッ
ト

日

本

共
産
党

鎌

倉

み
ら
い

公
明
党

鎌
無
会

か
が
や
く

鎌

倉

鎌
政
会

12
　
月
　
定
　
例
　
会

条　
例

第62号 地方税法第314条の７第1項第4号に掲げる寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人等を定める条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第71号 鎌倉市既成宅地等防災工事資金助成条例の
一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第75号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の
制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

補
正
予
算

第79号 平成24年度鎌倉市一般会計補正予算（第６号）
（世界遺産ガイダンス施設予定地等の購入費等の追加）可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ
の
他

第55号 工事請負契約の締結について
（名越クリーンセンターごみ焼却施設基幹的設備改修工事）可決 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

第59号 求償金減額等調停事件の和解について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※1

第60号 指定管理者の指定について
（鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館等スポーツ施設）可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
会
議
案

第７号 鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する
条例の制定について（28名→24名） 否決 ● ● ● ● ○ ● ○ ▲

第11号 安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師等の大幅増員
及び夜勤改善を求めることに関する意見書の提出について 可決 ※2 ○ ○ ○ ※2 ○ ● ○

12　
月

臨
時
会

第15号 鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する
条例の制定について（28名→2６名） 可決 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ △

松中健治議員


